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10．麻薬中毒者であると疑う場合の対応

	　麻薬中毒者は次々と診療所をまわり（いわゆる医師まわり）、

虚偽の症状を訴え、麻薬施用や麻薬処方せんの交付を求めること

がある。

　このような麻薬中毒者と思われる受診者に対しては麻薬を施用

等せず、最寄りの保健所等に連絡する。

１）保健所等への連絡

　不審な受診者があった場合には、最寄りの保健所、都道府県の

薬務主管課、地方厚生局麻薬取締部等に連絡を行う。（夜間のた

め保健所等に連絡がつかない場合は、後日連絡する。）

図10　保健所等への連絡
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２）医師まわりの麻薬中毒者の主な特徴

・	　住所、氏名等を正確に申告しない。

・	　夜間の飛び込み。

・	　保険証を持参しないで自費診療を希望する。

・	　本人が申し立てる病名が直ちに麻薬を施用するほどのも

のでないことが多い。

・	　麻薬の商品名を指定する。

・	　非麻薬鎮痛薬を施用すると、効かないと訴える。

・	　苦痛の訴え方が尋常ではない。

・	　１度、施用すると、続けて２、３度くる場合が多い。

・	　疾病の治療や検査を受けようとしない。

・	　麻薬の施用を断ると、威嚇又は暴力的な態度となる。

３）麻薬中毒者であると診断した場合の都道府県
知事への届出

○　その者の氏名、住所、年齢、性別等をその者の居住地（不明

の場合は現在地）の都道府県知事に届け出る。
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10．麻薬中毒者であると疑う場合の対応

４）麻薬中毒者とは

　医師が診察の結果、受診者が麻薬中毒者であると診断し、麻薬

及び向精神薬取締法に基づき都道府県知事へ届け出る場合の麻薬

中毒者とは、麻薬、大麻又はあへんの慢性中毒の状態にある者を

いう。

５）麻薬、向精神薬、大麻、覚醒剤の違い

○　麻薬及び向精神薬は、麻薬及び向精神薬取締法により規制さ

れており、業務上、麻薬を施用するには免許を受けなければな

らない。

○　特定の向精神薬以外の向精神薬の施用に際しては、登録等は

必要としない。

○　大麻は、大麻取締法により規制されており、都道府県知事の

免許を受けた大麻取扱者でなければ所持等できない。

○　覚醒剤及び覚醒剤原料は、覚せい剤取締法により規制されて

おり、都道府県知事が指定を行う機関において診療に従事して

いない医師は、覚醒剤を施用できない。（覚醒剤及び覚醒剤原

料では、所持、使用、譲渡及び譲受に関する規定に注意する。）


